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再任用職員 0

会 計 年 度
任 用 職 員

9
一般会計 1,821

特別会計 0

(ほか兼務　人)

職　員　数　　　　　　　（人） 当初予算額　　　　　　　　（千円）

任期付職員 1

【基本姿勢】
　総合政策部は、「第2次日向市総合計画」に掲げる将来像「海・山・人がつながり　笑顔で暮せる元気なまち」の実現に向け、まちづくりの基本理念である「人権尊重」「市
民協働」「地域力活用」を推進し、重点戦略である「若者と女性に選ばれるまちづくり」に向けて、庁内各部局との横断的な連携を図りながら、中長期的な視点で各種施策
に取り組むとともに、「第2次日向市行財政改革大綱」に定める実施項目の達成に向けた進捗管理を行います。また、本市の魅力を市内外に発信するため、広報・広聴活
動のさらなる充実を図るほか、「日向市ＤＸ推進計画」を着実に推進することで、効率的・効果的な行政運営を図ります。
　●市民と行政がそれぞれの情報を共有し、強力に市民協働のまちづくりを推進します。
　●市政情報をきめ細やかに提供し、市民ニーズの把握に努め、市民の声を反映した質の高い行政サービスの提供を目指します。
　●地方創生SDGｓや自治体DXの推進など新たな時代の流れを施策に取り入れ、持続可能で効率的・効果的な行政運営を目指します。
　●男女共同参画社会の実現に向けた基盤整備を図るとともに、ワーク・ライフ・バランスを実現し、あらゆる分野における女性活躍の推進に取り組みます。
【総合計画・基本理念】
（１）人権尊重
　○「日向市全ての人の人権が尊重されるまちづくり条例」に基づき、人権尊重と男女共同参画社会づくりを一体的に取り組むとともに、多様性を認め合う社会の構築に向
けた効果的な取組に努めます。
（２）市民協働
　○地域資源や地域力を生かした市民協働のまちづくりを推進するために、地域づくりを担う人材の育成を図ります。
　○市民と市内に在住する外国人の方々との異文化交流を図るため、これまで以上に周知を図り、国際交流活動を促進します。
（３）地域力活用
　○自治会（区）の活動を支援し、市民の自治会（区）への加入を促進しながら、地域コミュニティの活性化や地域活動の充実に取り組みます。
　○新しい地域コミュニティ組織（まちづくり協議会）の自主的・主体的な活動を支援し、人材育成や自主財源の確保などの組織体制の強化を図りながら、地域コミュニティ
の活性化と、さまざまな地域課題を地域独自で解決できるような地域社会の実現を目指します。

【総合計画・基本目標】
1－1　生きる力を育む教育の推進
  ○地域や関係機関と連携し、市内にある県立高校の魅力向上支援やふるさとを愛し地域社会に貢献できる人材の育成に取り組みます。
1－7　スポーツ活動の推進と環境づくり
　○第81回国民スポーツ大会・第26回全国障害者スポーツ大会に向けて市民や競技団体の機運醸成を図り、大会を成功に導きます。
1－8　人権・平和の尊重
　○年齢、障がい、国籍などにかかわらず、市民一人ひとりの人権が尊重され、誰もが個性や能力を発揮できる多様性を受け入れた公正で平和な社会を目指します。

前年度繰越額（千円）

特別会計 0

令和６年度中に策定予定の計画　　（根拠法令等）

第３次日向市総合計画（令和５年度から令和６年度にかけて策定）正　 職 　員
35 一般会計 848,173

第３次日向市行財政改革大綱

令和６年度　部局経営方針

部局名 総合政策部 部局長名 濱田　卓己 令和6年4月1日 現在
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1－9　男女共同参画社会づくり
　○男女共同参画の視点に立った安全・安心な暮らしを実現するため、関連する公的機関・民間団体等と連携し、ＤＶ（デートＤＶ含む。）防止啓発や被害者支援を強化し
ます。
　○男女共同参画の推進のため、女性の活躍推進及び仕事と育児の両立支援に積極的に取り組む企業を支援します。

【総合計画・基本目標】
1－10　国際化への対応と国際交流の推進
　○市民が外国人への理解を深め、共に認め合い、地域で協力しながら暮らしているまちを目指します。
5－1　秩序ある土地利用と都市空間の形成
　○本圏域の重要な移動手段である路線バスの維持・存続のため、沿線町村と連携して利用者の維持に努めます。
　○市民バスについては、利用者のニーズを的確に把握し、利用実態に応じた運行形態の見直しを進めます。また、市民バスの利用促進や啓発活動に努めます。
5－6　情報通信基盤の整備と情報化の推進
　○ＩｏＴやＡＩ、ロボットなどのＩＣＴ利活用により、地域課題の解決や質の高い住民サービスの提供、効率的・効果的な行政運営を図ります。
　○行政手続きのオンライン化（電子申請）による住民サービスの向上やAI、RPAを活用した庁内業務の効率化などに取り組みます。
　○情報セキュリティ対策や職員へのセキュリティ教育により、システムの安全対策、情報の適正管理、機密保持など情報セキュリティの確保を徹底します。
6－1  市民との協働の推進と地域活動の活性化
　○市民主体の地域活動が活性化し、市民自らが積極的に地域課題の解決に取り組むまちを目指します。
6－2 中山間地域の活性化と移住の促進
　○「第２期日向市移住・定住促進方針」に基づき、総合戦略に掲げる目標の達成に向けて移住促進施策を推進します。
　○都市部在住の20代から40代の子育て世代や女性、サーファー等をターゲットとした移住相談会の開催や移住プロモーション動画等による積極的な情報発信を行うとと
もに、お試し滞在施設の利活用を図りながら、関係団体と連携して移住定住を促進します。
　○「第２次日向市総合計画・後期基本計画」の重点戦略である「若者と女性に選ばれるまち“日向”未来づくり戦略」の一環として、若者の結婚を応援する事業を推進しま
す。
6－3　市民に信頼される行政サービスの提供
  ○わかりやすい市政情報を発信するため、広報ひゅうがや市ホームページ、SNSなど多様な媒体の効果的な活用を進めます。
  ○「日向市職員広報・広聴マニュアル」の活用や情報発信に関する研修会などを開催し、職員の広報マインドの醸成や情報発信力の強化に努めます。
  ○従来の手法による広聴活動に加え、新たな広聴機会の創出に取り組みます。
  ○「書かない」「待たない」「迷わない」「行かない」窓口を目指すフロントヤード（市民との接点）改革を推進し、市民サービスの向上に取り組みます。

令和６年度　部局経営方針

部局名 総合政策部 部局長名 濱田　卓己 令和6年4月1日 現在
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6－4　効果的・効率的な行政経営の推進
　○「第２次日向市総合計画・後期基本計画」及び「第２期日向市総合戦略」の着実な推進に向け、部局経営方針の進捗管理及び総合戦略の成果検証を行います。
  ○令和７年度を始期とする「第３次日向市総合計画」及び「（仮称）第３期日向市総合戦略」の策定に向けて、計画案について話し合う審議会を実施します。
　○持続可能な開発目標（SDGｓ）の推進に向け、研修会の開催や啓発活動に努めます。
　○市域を超えて取り組むべき地域課題の解決に向けて、近隣自治体との連携を強化します。
　○全国家計構造調査、農林業センサスの実施に当たり、調査の円滑な遂行と回答率の向上に努めます。
　○社会の情報基盤である統計調査を適切に実施し、行政経営の効率化や地域課題の解決に活用するほか、データ公開による統計情報の利活用を促進します。
　○市民ニーズに対応し、より良い市民サービスを提供するために効率的な組織の在り方について検討し、職員数の適正化に努めます。
　○市民サービスの向上につながる業務や費用対効果が高い業務等について、民間活力の効果的な活用に努めます。
　○オープンデータ を公開し、行政経営の効率化や地域課題の解決に向けた活用を促進します。
6－5　未来につなげる財政運営
　○企業版ふるさと納税の寄附獲得に向けて積極的に取り組み、自主財源の確保を図ります。

【行財政改革大綱に基づく行動計画】
　○市政の情報発信の充実
　　市民と行政がお互いの情報を共有しながら市政運営を協働で進めていくためには、「広報ひゅうが」をはじめ、SNSやスマートフォンアプリなどの広報媒体を最大限に活
用することが重要であることから、「日向市職員広報・広聴マニュアル」の活用や研修会などを開催し、 職員の広報意識の醸成や情報発信力の強化に努めるとともに、広
報活動の結果を適切に評価し、改善につなげます。
　○地域コミュニティの活性化
　　自治会(区)活動の支援を継続するとともに、未加入世帯への加入を促進します。また、自治会(区)、まちづくり協議会、各種団体と連携し、地域活動や地域コミュニティ
の活性化を促進します。
　○市民ニーズの的確な把握
　　市民に市政情報を積極的に提供し、市民ニーズの把握に努め、行政運営に生かせる環境づくりに取り組むとともに、新たな広聴手法について研究を行います。
　○「働き方改革」の推進
　　職員がより良い環境の中で家庭との両立を図りながら十分に能力を発揮できる環境をつくるために、相互に協力しあい、業務量の削減、簡素化、効率化を目指しま
す。また、働きやすい職場環境の整備に努め、職員のワーク・ライフ・バランスを確保するため、月１日以上の有給休暇や育児休暇の取得、振替休日の完全取得、時間外
勤務の削減を促進します。
　○職員の資質向上
　　担当業務はもとより総合政策部職員として政策形成能力や幅広い見地を身に付けるために、各種研修会等に積極的に参加します。

令和６年度　部局経営方針

部局名 総合政策部 部局長名 濱田　卓己 令和6年4月1日 現在



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト
【総合政策部】

指標の説明 目標値 単位 実績値 達成状況

1 　1　女性会議を開催し、女性の
意見を施策に反映します。

地

域

コ

ミ

ュ
ニ

テ

ィ
課

男女共
同参画
社会づく
り推進事
業

　市の審議会等委員に占める女
性の割合は、第６次日向市男女
共同参画プラン最終年度目標値
40％の半分程度に留まっている
状況です。意思決定過程への女
性参画の促進を強化する必要
があります。

　男女共同参画推進審議会を開
催し、第２次日向市女性活躍推
進計画を兼ねる第６次日向市男
女共同参画プランに関する施策
を推進します。

　男女共同参画推進審
議会を開催し、第６次日
向市男女共同参画プラ
ンの実施状況にかかる
外部評価を行います。

　男女共同参画推進審
議会を開催し、第６次日
向市男女共同参画プラ
ンの実施状況にかかる
外部評価を行います。

男女共同参
画推進審議
会の開催回
数

2 回 2 Ａ

男女共同参画推進審議会
を2回開催し、第6次日向
市男女共同参画プランに
基づき実施した令和5年度
の取組について審議・評価
を行いました。また、女性
委員登用促進の通知発出
など、女性活躍関連施策
を実施しました。

令和6年4月1日現在の市の
審議会等女性委員登用率は
27.0％ですが、第6次日向市
男女共同参画プランで登用
率40％以上とすることを目標
としており、取組を加速する
必要があります。

女性委員登用促進の周知徹底を図ると
ともに、女性委員登用率40％未満の審議
会等については、登用が進まない原因に
応じて、適宜、協議・助言等を行っていき
ます。

2
　2　各種啓発セミナーを開催す
るなど、官民が連携して女性の
活躍推進に取り組みます。

総

合

政

策

課

女性活
躍推進
事業

　あらゆる分野において、ロール
モデルとなる活躍している女性
が少ない現状があります。
　また、事業所においても、女性
活躍の推進やワーク・ライフ・バ
ランスの取れた職場づくりに向
けて何から取り組めばいいのか
苦慮している状況があります。

　一般事業主行動計画策定へ
の支援や各事業所の課題等に
ついて分析し、実態に応じた対
策をアドバイスするため、市内の
4事業所に対し1事業所あたり3
回までアドバイザーを派遣しま
す。また、国の「えるぼし」や「く
るみん」の取得を目指す事業所
を支援します。

　市内の2事業所に対し
1事業所あたり3回まで
アドバイザーを派遣する
ほか、「えるぼし」「くる
みん」の取得を目指す
企業を支援します。

　市内の2事業所に対し
1事業所あたり3回まで
アドバイザーを派遣する
ほか、「えるぼし」「くる
みん」の取得を目指す
企業を支援します。

アドバイザー
派遣先事業
所における
一般事業主
行動計画策
定（着手も含
む）件数

4
事業
所

2 Ｂ

アドバイザーを２社に派遣
し取組を支援したところで
すが、うち１社は既に一般
事業主行動計画を策定済
みでありました。

経営者が女性の活躍や子育
て支援など、より良い職場環
境づくりの必要性を理解して
いても、会社の風土や従業
員の意識を変えるには時間
を要します。中小企業では現
実的に「女性の活躍」まで手
が回っていない状況が考え
られます。

誰もが働きやすい職場環境が提供できな
いことが、人材獲得の面で企業のリスク
要因になることも考えられます。トップの
意識を変えるための啓発事業を継続して
いきます。

3

　1　「日向市全ての人の人権が
尊重されるまちづくり条例」に基
づいた人権教育や啓発活動を
推進します。

地

域

コ

ミ

ュ
ニ

テ

ィ
課

人権・同
和行政
推進事
業

　人権問題を解決するために
は、より多くの市民に「日向市全
ての人の人権が尊重されるまち
づくり条例」の理念を広め、市民
への啓発活動や効果的な取組
を推進する必要があります。

　より多くの市民が、様々な人権
問題について正しい理解と認識
を深める機会を持てるように、参
加したいと思える講演会やイベ
ントの企画を立案し、情報発信
を工夫するなど、あらゆる場、あ
らゆる機会において人権・同和
問題の啓発活動を継続的かつ
積極的に推進し、市民一人ひと
りの人権意識の高揚に取り組み
ます。

・人権について考える市
民の集いの開催
・日向市人権・同和問題
研修の開催
・出前講座の開催

・日向市人権・同和問題
市民講演会の開催
・日向市人権・同和問題
研修の開催
・出前講座の開催
・人権週間における啓
発活動

市民向け講
演会及び人
権研修等の
参加者の理
解度（「十分
理解できた」
「理解できた」
人の割合）

95.0 ％ 89.5 Ａ

市民向けの講演会を2回
（参加者計756人）、人権に
関わりの深い職業に従事
する人を対象とした研修会
を3回（参加者計228人）、
出前講座を2回（参加者計
24人）実施しました。人権
週間には、啓発パネルの
展示や街頭啓発を行いま
した。

人権課題について理解を深
める機会となる講演会や研
修会の参加者や出前講座の
回数が少ない状況にありま
す。

講演会や研修会に関心をもってもらうた
め内容や情報発信方法を工夫するととも
に、引き続き、関係機関や団体等の会合
に出向いて、周知に取り組みます。また、
出前講座の周知に取り組み、企業、団体
等で人権について学ぶ機会を増やしま
す。

4 　2　ダイバーシティの推進に向
けた教育・啓発を行います。

地

域

コ

ミ

ュ
ニ

テ

ィ
課

ダイバー
シティ推
進事業

　第2次日向市総合計画・後期
基本計画で掲げる「年齢、障が
い、国籍などにかかわらず、市
民一人ひとりの人権が尊重さ
れ、誰もが個性や能力を発揮で
きる多様性を受け入れた公正で
平和な社会」を目指し、令和4年
度に改定した「日向市人権教
育・啓発推進方針」に基づき、人
権尊重と多様性を認め合う社会
の構築に向けた取組を進めてい
く必要があります。

　市民へのダイバーシティ推進
の周知及び普及のため、様々な
アプローチによる啓発活動を継
続的かつ積極的に取り組むとと
もに、医療機関や関係事業所へ
パートナーシップ宣誓制度の浸
透を図ります。さらに性的少数
者の生きづらさの解消に向けた
支援を行います。

・パートナーシップ宣誓
制度自治体間連携協定
締結自治体の増加
・庁舎レインボーライト
アップ及び啓発イベント
の実施
・性的少数者の電話相
談の実施
・多様な性を考える集い
の実施

・性の多様性に関する
啓発パネルの作成
・医療機関及び関係事
業所へのパートナーシッ
プ宣誓制度の周知
・性的少数者の電話相
談の実施
・多様な性を考える集い
の実施

人権に関す
る講演会等
でのアンケー
トで、本市の
ダイバーシ
ティ社会の推
進に関する
取組につい
て１つでも
知っていると
回答した割
合

80.0 ％ 86.9 Ａ

パートナーシップ宣誓制度
自治体間連携協定を新た
に3市2町と結びました。6
月に庁舎をレインボーライ
トアップし、点灯イベントの
レインボーアート作りには
約100人の参加がありまし
た。性的少数者の電話相
談・面談を4回実施しました
（相談者2名）。多様な性を
考える集いを4回（参加者
計47人）実施しました。性
の多様性の理解に向けた
啓発パネルを作りました。
日向市東臼杵郡医師会の
会合に出向いて、啓発を
行いました。

令和4年度から実施している
ダイバーシティ推進事業の
取組について、市民への周
知は図られてきましたが、
性的少数者が安心して日常
生活をおくるためには、医療
機関や教育関係機関におけ
る性の多様性に関する理解
をさらに深める必要がありま
す。

市民への周知を図るため、啓発事業を継
続して行うとともに、医療機関や教育機
関関係者を対象とした研修を実施しま
す。また、作成した啓発パネルを展示し
たり、学校や団体に貸し出しを行うなど、
啓発に努めます。

事業を進める上での課題 課題を踏まえた今後の方針・方向性
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女

性

の

活

躍

推

進

市民アンケート調
査で「子育てがし
やすいか」との問
に「そう思う」「や
やそう思う」と答え
た割合

【R1】41.0％
　↓
【R6】50.0％
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１

　

豊

か

な

人

権

感

覚

を

持

っ
た

人

づ

く

り

「人が困っている
ときは、進んで助
けていますか？」
との問に「とてもそ
う思う」「そう思う」
と答えた児童生徒
の割合

【R1】91.7％
　↓
【R6】95.0％

R6上半期 R6下半期 事業内容と成果R6現状と課題 R6取組内容
R6予算
事業名

令和6年度　成果指標
番
号

戦略
重点プ
ロジェ
クト

具体的
な施策

代表的な指標
（KPI）

施策の内容
所
管
課



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト
【総合政策部】

指標の説明 目標値 単位 実績値 達成状況

事業を進める上での課題 課題を踏まえた今後の方針・方向性R6上半期 R6下半期 事業内容と成果R6現状と課題 R6取組内容
R6予算
事業名

令和6年度　成果指標
番
号

戦略
重点プ
ロジェ
クト

具体的
な施策

代表的な指標
（KPI）

施策の内容
所
管
課

5

２

　

男

女

共

同

参

画

意

識

の

醸

成

ＤＶ防止講座、啓
発活動の実施回
数（年間）
【R1】４回
　↓
【R6】6回

　1　若年世代に対するＤＶ（デー
トＤＶを含む。）防止のための教
育や啓発を推進します。

地

域

コ

ミ

ュ
ニ

テ

ィ
課

男女共
同参画
社会づく
り推進
ルーム管
理運営
事業

　ＤＶ（デートＤＶを含む。）の相
談件数は増え続けています。ま
た、被害者はＤＶ被害の自覚が
困難な場合もあり、相談に至ら
ないことが多い傾向にあります。
ＤＶ防止の学習機会・啓発活動
の一層の充実が求められます。

　市報等による情報提供、講座・
研修の実施、「女性に対する暴
力をなくす運動」期間における啓
発活動等を行います。

　市ホームページ等によ
り発信する関連情報の
内容を充実させます。

・市の新規採用職員研
修及び「さんぴあ」が実
施する講座において、
DV防止の啓発を行いま
す。
・「女性に対する暴力を
なくす運動」期間に合わ
せ、市の広報紙等によ
る情報提供、パネル展
等を実施します。

受講者アン
ケートにおけ
る満足度

85.0 ％ 87.8 Ｂ

「さんぴあ」でのＤＶ･デート
ＤＶ防止講座や、高校1、2
年生を対象にしたジェン
ダー平等から考えるデート
ＤＶ防止の出前講座を行い
ました。
「女性に対する暴力をなく
す運動」について、市ホー
ムページや広報ひゅうが等
により周知啓発を行いまし
た。

スマートフォンの普及によ
り、ＳＮＳ等を通じた若い世
代のデートＤＶ被害が潜在
化・深刻化しています。デー
トＤＶに関する正しい知識を
広め、被害を未然に防ぐ必
要があります。

若年層自身や周囲の人が早い段階で
デートＤＶの兆候に気付くことができるよ
う、幅広い対象に向けて周知啓発活動を
行っていきます。

6

　1　小学校・中学校・高校の連
携強化や市内の県立高校の魅
力向上への支援など、市内高校
への進学率の向上に努めます。

総

合

政

策

課

高校魅
力向上
支援事
業

　本市の人口減少の主な要因で
ある若者の人口流出を抑制し、
将来、地域を支える人材を育成
するために、市内県立高校と連
携した人材づくりに取り組む必
要があります。

　市内県立高校の魅力向上や
人材育成を支援するため、魅力
向上支援事業に対する助成や
日向高校課題型学習への協力
を行います。

　支援補助金の募集を
行います。
　課題型学習のテーマ
選定に向けた学習会を
開催します。

　補助金の実績報告を
取りまとめ、効果を検証
します。
　課題型学習発表会を
支援します。

高校魅力向
上支援事業
補助金を活
用する高等
学校の数

3 校 3 Ａ
市内の３校が補助金を活
用し、各校の特色を生かし
た取組を行いました。

富島高校及び日向高校フロ
ンティア科を除き定員割れが
続いています。少子化が進
行する中、他校にはない魅
力をアピールしていく必要が
あります。

引き続き各校の魅力を高める取組を支
援するとともに、日向高校課題型学習の
取組に協力し、高校生ならではのアイデ
アや提案を市政運営の参考にしていきま
す。

7 　2　市内の県立高校の存続に
向けた研究に取り組みます。

総

合

政

策

課

高校魅
力向上
支援事
業

　若年人口減少のなか、県全体
でも定員を満たしていない県立
高校が多く、市内の県立高校も
厳しい状況でありますが、地域
の活力維持のために、県立高校
の存続に努める必要がありま
す。

　県や関係町村と連携し、県立
高校の魅力向上策に取り組みま
す。

　県教育委員会や専門
部会を通し、県立高校
進学率向上策について
研究します。

　県立高校の情報発信
策について、関係町村
と協議し、内容を検討し
ます。

高校魅力向
上支援専門
部会の開催
回数

1 回 1 Ａ

専門部会にて、圏域の県
立高校担当と市町村担当
が集まり、県立高校の魅
力向上策について、意見
交換を行いました。

高校入学対象人口が、今後
減少していく中、私立高校学
費実質無償化や県内一学区
制により、圏域の県立高校
進学率の維持は厳しい状況
にあります。

引き続き、関係町村や県教育委員会と連
携し、進学率向上について意見交換を行
いながら、地域の高校に進学する魅力を
伝えていきます。

8
　3　大学などとの連携を強化
し、地域活性化に向けた調査研
究や連携事業を推進します。

総

合

政

策

課

―

　大学等の高等教育機関が持つ
専門的知識や民間企業の知
見、経験を地域活性化に生か
し、若者が活躍できるまちづくり
を推進していく必要があります。

　地方創生の実現に向けて、民
間企業等の参画も含めて、産官
学連携のあり方について研究を
行います。

　他の自治体における
事例の研究を行いま
す。

　新たな連携事業の構
築に向けた検討を行い
ます。

新たな連携
事業の企画
数

1 件 0 Ｃ

次期総合計画の策定に併
せて、産官学連携の事例
について情報収集を行い
ました。

産官学の連携によって地域
課題の解決や新たな価値を
共創していくためには、各セ
クターを結び付けるコーディ
ネーターを担える人材が必
要です。

関係課とも連携を図り、産官学連携の具
体的な取組について研究します。

9

６

　

若

者

（
ワ

ケ

モ

ン

）
の

活

躍

支

援

　1　若者の意見を市政に反映す
るために、若者会議を開催しま
す。

総

合

政

策

課

―

　こども基本法により、こども施
策の策定、実施等に当たって
は、子どもや若者の意見を反映
させるために必要な措置を講じ
ることが求められており、意見聴
取の仕組みづくりを行っていく必
要があります。

　若者の意見を政策に反映する
ため、意見聴取の仕組みづくり
について検討を行います。

　国が作成したガイドラ
インを参考にしながら、
手法について検討しま
す。

関係部局と連携した意
見聴取の方法について
検討し、仕組みの原案
を作成します。

仕組みの案
の作成

有／無 ― 無 Ｃ

意見聴取の仕組み案を仕
組みの作成には至りませ
んでした。１月～２月に開
催した図書館市民ワーク
ショップには小学生や高校
生も参加し、未来の図書館
づくりについて意見を聴く
ことができました。

各種の計画策定では、必要
に応じて市民ワークショップ
やアンケートを実施し、ニー
ズの把握を行いながら、その
結果を計画策定に反映して
いますが、若者に特化した
意見聴取の仕組みについて
は構築できていません。

若者の意見聴取については、引き続き関
係課と連携を図りながら、様々な手法に
ついて研究していきます。
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市内から通学する
高校３年生のう
ち、「将来日向市
に住みたい」と答
えた割合
【R1】26.1％
　↓
【R6】30.0％



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト
【総合政策部】

指標の説明 目標値 単位 実績値 達成状況

事業を進める上での課題 課題を踏まえた今後の方針・方向性R6上半期 R6下半期 事業内容と成果R6現状と課題 R6取組内容
R6予算
事業名

令和6年度　成果指標
番
号

戦略
重点プ
ロジェ
クト

具体的
な施策

代表的な指標
（KPI）

施策の内容
所
管
課

10 　2　地域を牽引する地域リー
ダーの養成に努めます。

地

域

コ

ミ

ュ
ニ

テ

ィ
課

ひまわり
基金事
業

　地域づくりを担う人材づくり事
業を実施していますが、研修的
な事業であることから、参加者
の募集に苦慮しています。その
ため、実績や知名度のある講師
等を選定し、新たな視点での人
材育成事業に取り組みます。

　近隣市町村で官民連携したま
ちづくりを実施している㈱イツノ
マにより、新たな視点での人材
育成事業を実施します。

・９～11月に計6回の講
座を開催

・１2月以降に公開プレ
ゼンテーションを開催

人材づくり事
業の塾生数

20 人 17 Ａ

知名度と実績のある講師
を選定することができたこ
とで、様々な世代の塾生に
より期待をもっていただき
開講できました。また、毎
回の受講率や学習意欲も
高く、塾生同士の自主的な
活動にも結び付けることが
できました。

単年度で修了することから、
物足りなさを感じた塾生もい
ました。回数が限られている
中、課題への取組が遅れる
場面もあったので、塾生のレ
ベルや内容に応じた柔軟な
講義構成とする必要があり
ます。

引き続き、知名度と実績のある講師によ
る開講を目指し、講師選定にあたりま
す。塾は原則的に単年度修了としていま
すが、再受講等の学び直し希望者へも柔
軟に対応していきます。また、ひまわり塾
も３０年が経過し、相当数の元塾生が市
内で活躍していると思われるため、元塾
生同士の交流の機会づくりを検討してい
きます。

11
　3　若者が持つ柔軟なアイデア
を自身の夢の実現や地域活性
化に活用できるよう支援します。

地

域

コ

ミ

ュ
ニ

テ

ィ
課

ひまわり
基金事
業

　コロナ過や少子高齢化の進展
により、市民活動団体自体の活
動や組織の縮小が進んでいるた
め、協働のまちづくりのパート
ナーとなる市民活動団体への支
援を行う必要があります。

　市民活動助成事業：市民活動
団体等が取り組む、公益的なま
ちづくり、人づくり等の経費に対
し、15万円を限度に助成を行い
ます。

　随時、市民活動団体
からの申請を募集しま
す。
・市ホームページにおい
て周知
・市広報紙において周
知

　随時、市民活動団体
からの申請を募集しま
す。
・市ホームページにおい
て周知
・情報誌「協働のまちづ
くりニュース」において周
知

市民活動団
体の公益的
活動に対す
る助成件数

15 件 16 Ａ

市民活動助成事業につい
ては、16件を採択しまし
た。そのうち、新規団体は6
件ありました。

少子・高齢化の進行に伴い
市民活動団体が減少し、活
動は縮小する傾向にありま
す。

市民活動団体は様々な市民ニーズや地
域課題があるなか、行政と協働の担い手
として期待されています。今後も公益的
な提案事業への支援を継続的に行い、
協働のまちづくりを推進していきます。

12
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ワ
ー

ク

・

ラ

イ

フ

・

バ

ラ

ン

ス

の

推

進

-

　1　ワーク・ライフ・バランスにつ
いて理解促進を図るために、商
工会議所など関係機関と連携
し、周知拡大に取り組みます。

総

合

政

策

課

女性活
躍推進
事業

　ワーク・ライフ・バランスの理解
促進が進んでいるとは言い難
く、男性の育児休業取得率もま
だ低い状況にあります。

　一般事業主行動計画策定へ
の支援や各事業所の課題等に
ついて分析し、実態に応じた対
策をアドバイスするため、市内の
4事業所に対し1事業所あたり3
回までアドバイザーを派遣しま
す。また、国の「えるぼし」や「く
るみん」の取得を目指す事業所
を支援します。

　市内の2事業所に対し
1事業所あたり3回まで
アドバイザーを派遣する
ほか、「えるぼし」「くる
みん」の取得を目指す
企業を支援します。

　市内の2事業所に対し
1事業所あたり3回まで
アドバイザーを派遣する
ほか、「えるぼし」「くる
みん」の取得を目指す
企業を支援します。

アドバイザー
派遣先事業
所における
一般事業主
行動計画策
定（着手も含
む。）件数

4
事業
所

2 Ｂ

アドバイザーを２社に派遣
し取組を支援したところで
すが、内１社は既に一般事
業主行動計画を策定済み
でありました。

経営者が女性の活躍や子育
て支援など、より良い職場環
境づくりの必要性を理解して
いても、会社の風土や従業
員の意識を変えるには時間
を要します。中小企業では現
実的に「女性の活躍」まで手
が回っていない状況が考え
られます。

誰もが働きやすい職場環境が提供できな
いことが、人材獲得の面で企業のリスク
要因になることも考えられます。トップの
意識を変えるための啓発事業を継続して
いきます。

13
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リ

ラ

ッ
ク

ス

・

サ
ー

フ

タ

ウ

ン

日

向

の

推

進

新たな移住者（ＵＩ
Ｊターン）数（累計）

【R6】400人

　6　サーファーや海に近い場所
での暮らしを希望する移住者を
呼び込みます。

総

合

政

策

課

定住促
進事業

　移住相談は増加傾向にありま
すが、仕事とのマッチングが難し
い状況があります。また、移住
者の獲得に対する自治体間競
争が激しくなっています。

　移住専用サイトの活用等によ
る情報発信に取り組むとともに、
新たなプロモーション動画を作
成し認知度の向上に努めます。

　移住プロモーション動
画の制作に取り組みま
す。

　移住プロモーション動
画を制作するとともに、
動画を活用した情報発
信を行います。

移住プロモー
ション動画の
制作

1 本 1 Ａ

移住プロモーション動画を
制作し公開したほか、サー
フィン専門誌に動画関連の
特集記事を掲載するなど、
積極的な情報発信に取り
組みました。

移住者を取り込むための人
口獲得競争が加速していま
す。独自施策としての移住支
援金の拡充など、過当競争
が懸念されることから、地方
自治体が人口を獲り合うの
ではなく、東京圏の一極集中
を是正する国レベルの取組
が必要であると考えられま
す。

移住支援制度の拡充だけではなく、本市
が持つ資源を有効に活用しながら、まち
に住んでいる人の幸福感を高める持続
可能なまちづくりを進めていく必要があり
ます。

14

３

　

新

た

な

人

が

集

ま

る

魅

力

づ

く

り

プ

ロ

ジ

ェ
ク

ト

７

　

移

住

定

住

の

促

進

　1　サーファーや子育て世代、
女性をターゲットとした効果的な
移住情報の発信に取り組みま
す。

総

合

政

策

課

定住促
進事業

　移住相談件数は増加している
ものの、子育て世代や女性を
ターゲットとした的を絞った情報
発信の手法について検討する必
要があります。

　令和５年度に行った移住者ア
ンケートの結果や調査会社によ
る調査・分析の結果を踏まえ、
効果的な情報発信の手法につ
いて検討します。
　また、社会減対策として、市内
での雇用を希望する若者（大学
生）を支援する事業について検
討します。

　効果的・効率的な情報
発信について検討する
とともに、若者（大学生）
の市内就職を支援する
事業の構築を図ります。

　若者（大学生）の市内
就職を支援する事業を
スタートします。

若者（大学
生）の市内就
職を支援する
事業の利用
者

10 件 0 Ｃ

都市部で生活するファミ
リーに移住体験をしてもら
い、その様子を通して本市
の魅力をアピールする新
たな動画を公表しました。

移住者を取り込むための人
口獲得競争が加速していま
す。独自施策としての移住支
援金の拡充など、過当競争
が懸念されることから、地方
自治体が人口を獲り合うの
ではなく、東京圏の一極集中
を是正する国レベルの取組
が必要であると考えられま
す。

人口の社会減対策として創設した、若者
をターゲットとした市内就職支援事業の
周知を図るとともに、奨学金返還を支援
する制度の新設に向けて取り組みます。

２
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力
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に
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若

者

（
ワ

ケ

モ

ン

）
の

活

躍

支

援

地域づくり人材セ
ミナー等参加者数
（累計）

【R6】80人



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト
【総合政策部】

指標の説明 目標値 単位 実績値 達成状況

事業を進める上での課題 課題を踏まえた今後の方針・方向性R6上半期 R6下半期 事業内容と成果R6現状と課題 R6取組内容
R6予算
事業名

令和6年度　成果指標
番
号

戦略
重点プ
ロジェ
クト

具体的
な施策

代表的な指標
（KPI）

施策の内容
所
管
課

15 　2　移住に関する相談、支援体
制の充実に取り組みます。

総

合

政

策

課

定住促
進事業

　移住希望者からの相談に対応
するため、体制強化を図る必要
があります。また、移住後の困り
ごとなどについて支援を行う仕
組みについて検討していく必要
があります。

　先輩移住者や民間企業との連
携を図るなど、移住相談体制の
強化に向けた研究を行います。

　体制強化に向けた情
報収集を行います。

　体制強化の具体的な
方策について検討を行
います。

検討結果を
生かした施
策の立案

1 施策 0 Ｃ
相談体制の強化に向けた
施策の立案には至りませ
んでした。

移住前段階の相談ごとか
ら、移住に係るサポート、移
住後の困りごとへの対応を
行うには、マンパワーが必要
であり、様々な官民の人的
資源の活用が求められます
が、リソースが不足していま
す。

移住者と市民の交流会を企画するなど、
支援体制の構築に向けた検討を進めて
いきます。

16

　3　県や広域で連携した移住相
談会の開催やお試し滞在施設・
空き家等情報バンクの利用促進
に取り組みます。

総

合

政

策

課

定住促
進事業

　移住者の獲得に向けて自治体
間競争が激しくなっており、移住
施策の充実はもとより、まちの
魅力を向上させていく地道な取
組が必要です。

　県主催の移住セミナーへの参
加による相談対応や、広域での
移住相談会の実施について検
討します。

　移住セミナーへの参加
や広域での相談会の開
催を検討します。

　県主催の移住セミナー
への参加や、広域での
移住相談会の実施を検
討します。

県移住セミ
ナーへの参
加回数

1 回 0 Ｃ

他の業務との調整により
県セミナーへの参加は見
送りましたが、日向市地域
雇用創造協議会と連携し、
オンラインでの「UIJターン
日向移住＆お仕事相談
会」を開催しました。

県セミナー等への参加につ
いては、過去の来場者数な
どの実績を踏まえながら、参
加を検討していく必要があり
ます。

引き続き、県や圏域自治体等とも連携を
図りながら、移住者獲得に向けた情報発
信や相談対応に努めます。

17

８

　

新

た

な

関

係

人

口

の

創

出
-

　2　在京日向会や近畿日向会
に参加し、県外在住者との交流
を深めます。

秘

書

広

報

課

―

　毎年、在京日向会・近畿日向
会の総会（交流会）に参加してい
ましたが、コロナ禍以降、参加者
の高齢化や関係性の希薄化が
より顕著となっており、コロナ禍
以前のような大人数による活気
ある開催が難しくなってくること
も予想されます。

　在京日向会・近畿日向会に参
加し、本市出身者と交流を深め
ることにより、本市への帰省・往
来などの関係人口の創出を図り
ます。

　４月に、在京日向会・
近畿日向会から寄贈さ
れ市内に植樹している
桜の木「ソメイヨシノ」の
開花写真を各事務局担
当者に送付し、その際
に本市の近況報告等を
行います。

　１１月：在京日向会、
令和７年２月：近畿日向
会に参加し、本市の特
産品を提供するととも
に、情報を発信するな
ど、本市出身者との交
流を深めます。

在京日向会・
近畿日向会
の総会（交流
会）への参加
率

100 ％ Ａ

１１月に在京日向会が開
催され、令和７年２月に近
畿日向会が開催されいず
れも副市長が参加しまし
た。関係職員も同行し、本
市の特産品を提供するとと
もに、ふるさと納税の受付
や市政情報を発信するな
ど、本市出身者と交流を深
めることができました。

本市の情報を発信し、関係
人口の創出を図るためにど
のように交流を深めるべきか
が課題です。

市政情報の発信だけでなく、観光地の紹
介やふるさと納税を活用した特産品等に
ついて、新たな情報の発信・交流につい
て研究します。

18

９

　

新

た

な

交

流

拠

点

の

整

備

研

究

-

　1　新たな交流拠点、知の拠点
としての役割を果たす複合的な
機能を備えた図書館の整備につ
いて調査研究を行います。

総

合

政

策

課

―
　老朽化している図書館につい
て、複合的な機能を備えた交流
拠点として建て替える方向で調
査研究を行う必要があります。

　令和５年度までの研究結果を
踏まえ、今後の方向性について
決定します。

　調査研究内容の精査
と論点の整理を行いま
す。

　今後の方向性や方針
を決定します。

方針案の策
定

有／無 ― 有 Ａ

ワークショップやアンケート
調査等で市民ニーズの把
握を行いながら、「日向市
図書館複合施設整備基本
方針」を策定しました。

策定した基本方針を踏まえ、
次の段階である「整備基本
構想」の策定に取り組む必
要があります。

市民の知の拠点である図書館複合施設
の整備に向けて、共創の視点による市民
との協働や庁内検討委員会での議論を
行いながら、施設整備の基本的な考え方
や整備計画等をまとめた基本構想の策
定に取り組みます。
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-

　4　国民スポーツ大会や全国障
害者スポーツ大会の開催に向け
た受入体制の構築に取り組みま
す。

総

合

政

策

課

国民ス
ポーツ大
会宮崎
大会推
進事業

　円滑な大会実施に向けて、総
会等の各種会議を実施して各種
計画の策定を行うとともに、市民
をはじめ関係団体や民間事業者
等が一体となるような機運醸成
の取組を推進する必要がありま
す。

　令和９年の国民スポーツ大会・
全国障害者スポーツ大会の宮
崎開催が正式決定されることを
受けて、現行の準備委員会を実
行委員会へ改組します。
　また、本市で開催される競技
の円滑な大会運営を目指して、
関係機関等とのさらなる連携を
行うとともに、開催推進総合計
画の進捗管理を行います。

　総会を開催して準備
委員会を実行委員会に
改組するとともに、円滑
な大会運営の実施に向
けて関係機関や関係団
体との連絡調整を図り
ます。

　機運醸成を目的とした
広報啓発事業を実施し
ます。
　また、先催県で実施さ
れる本大会やリハーサ
ル大会の視察を実施す
るとともに、専門委員会
等を開催して開催推進
総合計画に定められた
各種計画を策定します。

各種計画の
策定

10 計画 17 Ａ

　準備委員会から実行委
員会に改組し、各種計画
の策定や先催県の視察を
実施するとともに、開催記
念イベントの開催や独自イ
ベントでのPRを実施し、機
運醸成を図りました。

円滑な大会実施に向けて、
庁内組織体制の充実を図る
とともに、市民の機運醸成に
向けた更なる取組を推進す
る必要があります。

庁内実施本部を設置し連携体制の構築
を図るとともに、総会等の各種会議の開
催、各種計画の策定、競技会場等設計
業務、イベント等でのPR等、円滑な大会
運営に必要な準備を推進し、機運醸成に
努めます。

新たな移住者（ＵＩ
Ｊターン）数（累計）

【R6】400人
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様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト
【総合政策部】

指標の説明 目標値 単位 実績値 達成状況

事業を進める上での課題 課題を踏まえた今後の方針・方向性R6上半期 R6下半期 事業内容と成果R6現状と課題 R6取組内容
R6予算
事業名

令和6年度　成果指標
番
号

戦略
重点プ
ロジェ
クト

具体的
な施策

代表的な指標
（KPI）

施策の内容
所
管
課

20 　1　自治会区と連携して区加入
促進を図ります。

地

域

コ

ミ

ュ
ニ

テ

ィ
課

自治公
民館活
動支援
事業

　自治会（区）の活動を維持する
ため、地域が主体となった活動
を支援し、増加傾向にある若年
者などの自治会（区）未加入世
帯へ加入を促進するなど、組織
強化に協働して取り組む必要が
あります。

　区公連との連携及び関係機関
等との協働により、区加入促進
対策に取り組みます。

・6・７月区加入強化月間
の取組支援
・自治会（区）の概要等
紹介ホームページの作
成
・自治会（区）活動の見
える化への支援

・自治会（区）加入促進
活動への支援
・自治会（区）毎の活動
等ホームページの作成
・自治会（区）活動の見
える化への支援

自治会(区)加
入率

67.0 ％ 62.3 Ａ

6・7月区加入強化月間の
取組では、区加入実績が
88世帯ありました。また、
宅建業協会県北支部との
協定に基づき、会員店舗
等への加入案内を配置す
ることができました。

少子化・高齢化に伴い人口
減少が進行するとともに、ラ
イフスタイルや価値観が多
様化し、自治会(区)の活動の
あり方も変化が求められて
います。アパート等の単身世
帯に向けた区加入促進対策
として、宅建業協会との連携
強化、市内企業の協力が必
要となっています。

市のホームページや広報紙、のぼり旗や
チラシなどを活用し、見える形での自治
会(区)の活性化を図り、区加入の意義を
啓発するとともに、区公連と連携し、区加
入促進に継続的に取り組みます。また、
区公連が市内企業と協力して区加入促
進の取組を実施できるよう体制づくりを支
援しながら、宅建業協会県北支部との連
携強化を図ります。

21 　2　自治会区の再編に対する相
談や支援の検討を行います。

地

域

コ

ミ

ュ
ニ

テ

ィ
課

自治公
民館活
動支援
事業

　人口減少、高齢化に伴い、自
治会（区）の加入世帯数も減少し
ており、各自治会内単独では困
難となる事案が増える懸念があ
ります。そのため、自治会（区）
の再編の際の支援策について
検討する必要があります。

　各自治会(区)の現状把握に努
めるとともに、地域活動を維持し
ていくための支援策を検討しま
す。

　自治会(区)の再編に
関する支援策の検討・
地域活動を維持していく
ための支援策の検討

　自治会(区)の再編に
関する支援策の検討・
地域活動を維持していく
ための支援策の検討

自治会(区)加
入率

67.0 ％ 62.3 Ａ

各区の総会資料を基に、
区の体制、活動内容等に
ついて現状把握に取り組
みました。また、羽坂区内
の集会所閉鎖に関する相
談に対応し、維持費の削
減を支援することができま
した。

区の現状把握に努め、まず
は、地域活動が維持できる
ように、地域の課題と市が支
援できる課題を整理し、その
対策について検討する必要
があります。

区加入世帯数調査や各区の総会資料か
ら、区の体制、活動内容等について現状
把握を行うとともに、自治会(区)が維持で
きるように地域活動や施設管理の面から
の支援策を検討・実施します。

22

自治会（区）加入
率

【R1】65.9％
　↓
【R6】67.0％

　3　自治公民館の整備に対する
支援を行います。

地

域

コ

ミ

ュ
ニ

テ

ィ
課

自治公
民館の
整備助
成

　自治公民館は、地域住民の交
流や学習の場として活用されて
いますが、その多くが老朽化し
ているため整備に対する支援を
行う必要があります。

　自治公民館の新築・改修・修
繕・屋外放送設備・空調設備の
整備に対する助成を行います。

・Ｒ６年度の補助事業の
実施・R７年度予定の補
助事業の調査検討

・Ｒ６年度の補助事業の
実施・R７年度予定の補
助事業の調査検討

自治公民館
の整備に対
する助成件
数

5 件 5 Ａ

３区（寺迫区、永田区、永
江区）で事業を完了しまし
た。一般コミュニティ助成
事業については、本宮区
にコミュニティ無線、春原
区に備品等の整備が完了
しました。

自治公民館整備費補助金に
ついては、予算に限りがある
ため、基金を活用し、計画的
に実施する必要があります。
一般コミュニティ助成事業に
ついては、(一財)自治総合セ
ンターの助成決定によるた
め、年次的な対応となってい
ます。

自治公民館整備費補助金については、
緊急性・必要性の高い自治公民館を優
先して事業実施します。一般コミュニティ
助成事業については、予算計上の時期
を見直し、十分な事業期間を確保しま
す。
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　4　まちづくり協議会の活動へ
の支援や新たな設立に向けた
支援を行います。

地

域

コ

ミ

ュ
ニ

テ

ィ
課

新しい地
域コミュ
ニティ組
織制度
事業

　まちづくり協議会は、自治会
(区)活動の補完的役割や地域の
共通課題を解決する役割を担っ
ていますが、役員の固定化や自
治会(区)との連携等の課題があ
ります。
　また、新たに協議会の設立を
目指す地区に対して、設立まで
の相談や支援を行う必要があり
ます。

　市民活動支援基金を活用した
交付金を交付することにより、持
続可能な地域づくりと地域課題
の解決に向けた活動への支援
を行います。また、新たな地域で
の設立については、地域の機運
醸成につながるよう、説明会や
情報提供などの支援を行いま
す。

・新しい地域コミュニティ
組織制度４地区合同会
議の開催
・新たな地域での設立に
対する相談対応
・新しい地域コミュニティ
制度事業交付金の交付
基準等の調査研究

・日向市地域コミュニ
ティ推進方針の中間期
となるため、後期計画へ
の見直しを実施
・新たな地域での設立に
関する説明会の開催
・新しい地域コミュニティ
制度事業交付金の交付
基準等の調査研究

４地区合同会
議及び事業
説明会の実
施件数

6 回 2 Ｂ

まちづくり協議会について
は、既存４地区全てに交付
金を交付し、活動を支援す
ることができました。４地区
合同会議も開催し、活発な
意見交換会をすることがで
きました。また、財光寺区
長会で「まち協出前講座」
を行いました。

まちづくり協議会は、地域課
題解決の取組をはじめ、
様々な役割を果たしており、
市の委託業務の実施など、
公共の担い手として重要な
組織です。新たな地域での
設立は、地域の機運醸成に
よる部分が大きいため、地
域全体を巻き込んで事業を
展開する必要があります。

既存のまちづくり協議会に対する財政支
援を継続するほか、４地区合同会議等に
おいて情報を共有し、次代の担い手づく
りなど共通課題の解決に向けた支援に
取り組みます。新たな地域での設立につ
いては、地域の機運醸成につながるよう
継続して相談対応を行います。
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　5　交流事業などを通して、在
住外国人と市民のきずなを深め
ます。

地

域

コ

ミ

ュ
ニ

テ

ィ
課

外国青
年招致
及び国際
交流まち
づくり推
進事業

　市民と在住外国人がともに安
心して生活できるように、相互理
解を深める必要があります。ま
た、在住外国人が地域生活に必
要なルールや情報を手軽に入
手したり、困りごとを相談したり
できる体制の構築が求められて
います。

　国際交流員による国際交流活
動及び市民向け英会話教室を
実施します。国際交流まちづくり
推進協議会によるイベントを通し
て、国際交流の場の提供を支援
します。在住外国人支援の取組
を関係機関と検討・実施します。

・国際交流員の幼稚園
・保育園への訪問活動、
市民向け英会話教室の
開催
・日向市国際交流まち
づくり推進協議会の総
会開催
・国際交流イベントの企
画や実施
・在住外国人支援の取
組の検討・実施

・国際交流員の幼稚園
・保育園への訪問活動、
市民向け英会話教室の
開催
・国際交流イベントの企
画
や実施
・在住外国人支援の取
組の検討・実施

国際交流イ
ベントの実施
件数

6 件 6 Ａ

７月末で国際交流員の交
代がありましたが、スムー
ズな事業引継ぎができまし
た。技能実習生などの在
住外国人で連を編成し
「ひょっとこ祭」へ参加し、
市外の国際交流員やALT
を巻き込んだイベントの開
催などの新たな取組によ
り、多くの交流機会の創出
を図ることができました。

技能実習生を中心に在住外
国人は増加傾向にあります
が、雇用者側としては、交流
事業等への参加による事故
やトラブルの不安がありま
す。

国際交流まちづくり推進協議会での協
議・検討、支援のもと、各種イベントを実
施します。また、イベントの実施にあたっ
ては、できる限り様々な年代や、多くの外
国人をターゲットに、参加者の満足度の
高い内容を目指すとともに、国際交流員
と協力して、在住外国人支援の新たな取
組を検討・実施します。
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市民アンケート調
査で「ずっと住み
続けたい」「どちら
かといえば住み続
けたい」と答えた
割合

【R1】75.4%
　↓
【R6】80.0％
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援

自治会（区）加入
率

【R1】65.9％
　↓
【R6】67.0％



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト
【総合政策部】

指標の説明 目標値 単位 実績値 達成状況

事業を進める上での課題 課題を踏まえた今後の方針・方向性R6上半期 R6下半期 事業内容と成果R6現状と課題 R6取組内容
R6予算
事業名

令和6年度　成果指標
番
号

戦略
重点プ
ロジェ
クト

具体的
な施策

代表的な指標
（KPI）

施策の内容
所
管
課
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地

域

公

共

交

通

の

維

持

・

確

保

市民バスの利用
者数（年間）

【R1】81,096人
　↓
【R6】81,100人

　1　市民が自由に移動できる手
段を確保し、自立した生活が送
れるよう支援するため、周辺地
域と市街地を結ぶ市民バスを運
行します。

総

合

政

策

課

地域生
活交通
対策事
業

　市民バスは、利用者が減少す
るなか、経費は増加しており、市
負担が増える傾向があります。
また、地域への配慮や高齢者な
どの移動手段を確保する観点か
ら、減便を行うことは、非常に難
しい面があります。

　市民バスの運行内容の見直し
やＡＩオンデマンド交通導入の検
討を進め、利便性の高い市民バ
スの整備を図ります。

　公共交通会議を開催
し、市民バスの運行計
画などを協議するとも
に、ＡＩオンデマンド交通
などの新しい交通につ
いて検討を行います。

　新しい交通システムの
内容を検討し、実証運
行などの実施協議を行
うともに、スマホ教室な
どで利用促進を図りま
す。

市民バス利
用者数

66,500 人 64,546 Ａ

市民バスの利用促進策と
して、広報紙に市民バスの
紹介記事を掲載したほか、
時刻表やチラシの配布、ス
マホ教室における周知等
に取り組みました。また、Ａ
Ｉオンデマンド交通導入の
検討を行い、次年度からシ
ステムを導入し実証運行を
開始するため、導入計画を
作成するとともに、導入費
用及び実証運行経費につ
いて国庫補助金の申請を
行いました。

コロナ禍が明けて以降、利
用者は減少したまま戻らな
い状況にあります。一部固
定客の利用状況の変化や利
便性の悪さにより、新規利用
者の獲得が進まない状況に
あるのではないかと考えられ
ます。

市街地エリアを運行する市民バスをAIオ
ンデマンドバスに転換することで、利用者
の利便性を向上させ、公共交通が必要な
人々にとって日常的に使いやすい交通
環境を整備します。これにより、安心して
暮らし続けられる地域づくりを目指しま
す。また、利便性向上による利用者数の
増加、乗換割引の廃止、バス停の増加に
伴う広告収入の増加など、様々な取組を
進めることで収支率の改善に努め、持続
可能な公共交通ネットワークの構築を図
ります。
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２

　

地

域

公

共

交

通

の

維

持

・

確

保

市民バスの利用
者数（年間）

【R1】81,096人
　↓
【R6】81,100人

　2　近隣市町村と連携し、広域
的な路線バスの維持・確保に努
めます。

総

合

政

策

課

地域生
活交通
対策事
業

　近隣市町村をつなぐ路線バス
も自家用車利用の定着や人口
減少により、利用者が減少して
おりますが、車を運転することが
できない住民の移動手段を確保
するため、路線バスを維持して
いく必要があります。

　路線バスの運行経路の見直し
や利用促進を図ります。

　県や関係者などと新た
な需要を検討するととも
に、路線バスの利用促
進を図ります。

　上半期で検討した内
容の路線変更などを協
議するとともに、路線バ
スの利用促進を図りま
す。

路線バスの
運行系統の
維持

6 系統 6 Ａ

バス利用促進協議会など
で利用促進策を協議した
ほか、関係自治体とともに
運行経費の一部を交通事
業者に対し補助し、路線の
維持に努めました。

沿線市町村の人口が減少す
る中、利用者も減少してお
り、収支率の悪化は進んで
います。路線維持のために
は、運行形態の見直しが必
要ですが、長大路線のため、
効果的な代替案がないのが
現状です。

自家用車など自らの移動手段を持たない
住民のために、関係市町村で負担しなが
ら、地域の公共交通を維持する必要があ
りますが、高校生などの新たな需要の掘
り起こしなど利用者増加策も検討してい
きます。
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　1　情報通信技術（ＩＣＴ）の利活
用による地域課題の解決を推進
します。

行

政

改

革

・

デ

ジ

タ

ル

推

進

課

DX推進
事業

　窓口での手続きを効率的かつ
効果的に実施するため、混雑に
よる待ち時間の削減や現金の授
受など煩雑な手続きを解消する
必要がります。

　混雑による待ち時間の削減
や、業務効率化を図るため
キャッシュレス決済機能を搭載し
たセミセルフレジを導入します。

　設置予定窓口の担当
課との調整及び、セミセ
ルフレジの調達を行い
ます。

　セミセルフレジを窓口
に設置し、手数料等の
支払についてキャッシュ
レス化を開始します。

セミセルフレ
ジによる
キャッシュレ
ス納付率

2% 7.5% Ａ

市役所庁舎1階に4台、岩
脇、細島、美々津支所に
各1台のセミセルフレジを
導入しました。

各種税、保険料等の一部の
料金について、収納管理シ
ステムとの連携ができなかっ
たため、キャッシュレス化が
できませんでした。

窓口での現金取扱が多い部署への導入
を実施します。また、キャッシュレス化で
きていない料金について、収納管理シス
テムとの連携によるキャッシュレス化を検
討します。
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　2　行政手続のオンライン化
（電子申請）による住民サービス
の向上を図ります。

行

政

改

革

・

デ

ジ

タ

ル

推

進

課

DX推進
事業

　オンライン申請が可能な手続
きは拡充していますが、マイナン
バーカードの活用や手数料等の
キャッシュレス化された手続きに
ついて、具体的な活用には至っ
ていません。

　マイナンバーカードの活用や
手数料等のキャッシュレス化さ
れたオンライン手続きを導入しま
す。

　マイナンバーカードの
活用や手数料等キャッ
シュレス化の実現に向
けて、担当課と協同で
業務の流れ等を整理し
ます。

　業務の流れ等が整理
できた手続きについて、
マイナンバーカードの活
用及び手数料等の
キャッシュレス化を電子
申請で実施します。

オンライン申
請が可能な
行政手続数

150 183 Ａ

職員への電子申請システ
ム研修の実施などにより、
オンライン申請を推進しま
した。また、手数料をキャッ
シュレス化した電子申請を
開始しました。

フロントヤード（市民と行政と
の接点）改革として「行かな
い」窓口を推進するために、
申請件数の多い手続きにつ
いてオンライン化を拡充する
必要があります。

オンライン化の方針を策定し、庁内で共
有するとともに、まずは、年間100件以上
の申請のある手続について、所管課へ
の重点的なフォローを実施し、オンライン
化の拡充に取り組みます。

29
　1　ＳＤＧｓについて学ぶ機会の
創出や啓発活動に取り組みま
す。

総

合

政

策

課

総合計
画・SDG
ｓ推進事
業

　SDGsの目標年次である2030
年を前に、ゴールの達成に向け
て市民、企業、行政などのス
テークホルダーが取組の意義に
ついて理解を深めるとともに、よ
り一層の実践を図っていくことが
求められています。

　職員を対象とした研修会を開
催するほか、次期総合計画の基
本計画に掲げる各施策とＳＤＧｓ
のゴールの関係を整理し可視化
します。

　ＳＤＧｓと地方創生の
関係性を理解するため
職員を対象とした研修
会を開催します。

　第３次日向市総合計
画・前期基本計画の策
定に合わせて、各施策
とＳＤＧｓの関係性につ
いて整理します。

職員研修会
の受講者の
理解度・満足
度

100 ％ 100 Ａ

新規採用職員を対象に
SDGsと地方創生の関係性
を理解することを目的とし
た研修会を実施しました。

SDGsに対しては、世界的規
模の取組だというイメージを
持っている人もおり、目標達
成に向けた具体的な行動に
繋がりにくい状況にありま
す。

第３次日向市総合計画においても、各施
策とSDGsの目標（ゴール）を関連付ける
とともに、重点戦略の横断的目標に「地
方創生SDGsの推進」を掲げ、取り組んで
いくこととしています。
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　2　ＳＤＧｓの達成に向け、官民
が一体となった推進体制を構築
します。

総

合

政

策

課

総合計
画・SDG
ｓ推進事
業

　　「地方創生SDGｓの実現」を
図るため、行政だけではなく企
業や民間団体、市民がステーク
ホルダーとして参画してもらえる
ような仕組みを作る必要があり
ます。

　SDGｓの推進を図るため、パー
トナーシップ制度の導入につい
て研究します。

　行政と民間企業等と
のパートナーシップ制度
の導入について研究を
行います。

　行政と民間企業等と
のパートナーシップ制度
の導入について研究を
行います。

制度設計案
の検討

1 案 0 Ｃ

パートナーシップ制度の設
計には至りませんでした
が、次期総合計画の策定
に併せて、産官学連携の
事例について情報収集を
行いました。

先進自治体（SDGs未来都市
等）の事例について研究し、
本市での実践について考え
ていく必要があります。

SDGsの推進だけではなく、広く地域課題
の解決に向けた産官学連携の枠組みや
スキームについて研究していきます。
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ェ
ク

ト

３

　

情

報

通

信

技

術

（
Ｉ

Ｃ

Ｔ

）
利

活

用

の

推

進

オンライン申請可
能な行政手続の
総数

【R1】22件
　↓
【R6】60件



様式１－３その他に取り組む重点事業 【総合政策部】

番
号

基本目
標名称

施策名
称

具体的
な施策
名称

所
管
課

R6予算
事業名

R6現状と課題 R6取組内容 R6上半期 R6下半期 取組結果 今後の方向性

1

②
情
報
通
信
技
術

（
Ｉ
Ｃ

Ｔ

）
利
活
用
の
推
進

行
政
改
革
・
デ
ジ
タ

ル
推
進
課

DX推進
事業

ＡＩやＲＰＡを活用した庁内業務
の効率化などに取り組む必要が
あります。

・市独自データを学習した生成
AIの活用による業務効率化を図
ります。
・RPAによる業務の自動化をさら
に推進し、業務の効率化を図り
ます。

・議会会議録や例規
集、業務マニュアルの
資料を生成AIに学習さ
せるとともに職員に対し
て業務活用を啓発しま
す。
・RPAシナリオ作成業務
を委託契約し、業務の
RPA化を推進します

・生成AIの機能や活用
事例を研究し、活用業
務の拡大を図ります。
・庁内研修により、RPA
を内製できる職員を育
成します。

庁内における生成AIの活用事例を募集し、共有
することで業務への活用拡大を図りました。ま
た、RPAシナリオ内製化研修による職員育成に
取り組み、業務のRPA化の推進を図りました。

生成AIを活用した資料作
成、企画立案のアイデア出
し、データ分析などについ
て利活用事例を研究し、AI
活用による業務効率化を
図ります。

2

③
情
報
セ
キ

ュ
リ

テ

ィ
対
策
の
強
化

行
政
改
革
・
デ
ジ
タ

ル
推
進
課

庁内ＬＡ
Ｎ運用費

情報通信技術の急速な進展に
伴い、個人情報の流出やイン
ターネットを通じた誹謗中傷など
の新たな課題が生じています。

・日向市情報セキュリティポリ
シーの定期的な見直しを行いま
す。
・情報セキュリティリテラシーを
向上するため、職員研修の開催
やセキュリティ事案の庁内共有
等により啓発します。

・セキュリティ研修を全
職員が受講できるように
実施します。
・情報セキュリティ事案
を庁内共有し、情報セ
キュリティ対策の重要性
を啓発します。

・「日向市情報セキュリ
ティポリシー」の見直し、
改定を行います。
・情報セキュリティ事案
を庁内共有し、情報セ
キュリティ対策の重要性
を啓発します。

「日向市情報セキュリティポリシー」の改定を行う
とともに、eラーニングによる情報セキュリティ研
修や事案共有などを通じて職員への啓発を実施
しました。

「日向市情報セキュリティ
ポリシー」の見直しをはじ
め、研修等による職員へ
の意識啓発に取り組み、
情報セキュリティ対策の徹
底を図ります。

3

1
市
民
と
の
協
働
の
推
進
と
地
域
活
動
の
活
性
化

②
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
育
成
・
支
援

地
域
コ
ミ

ュ
ニ
テ

ィ
課

協働のま
ちづくり
推進事
業

NPOはそれぞれが高い専門性
を持っており、その特性を生かし
た公共の担い手として、主体的
に活動することが求められてい
ます。NPOがより充実した取組
を行えるように組織間のネット
ワークづくりを支援する必要が
あります。市民活動支援セン
ターをNPOをはじめとする市民
活動団体の活動の場として積極
的な利用について周知を図る必
要があります。

市民まちづくり支援事業の新規
団体の参加を促進し、地域活動
の活性化につなげます。ＮＰＯ
活動向けの講座、学習会等へ
の参加を通してＮＰＯの人材育
成を行うとともに、市民活動支援
センターの利活用など、ＮＰＯ活
動への支援に取り組みます。
オール日向祭を開催し市民活動
を支援する取り組みを行いま
す。

・市民まちづくり支援事
業補助金の企画提案の
通年募集及び審査会を
行い、市民活動団体が
行う各種事業等を支援
します。
・前年度末(３月)：企画
提案募集
・４月：審査会及び交付
決定市民活動団体の活
動の場として市民活動
支援センターの利用に
ついて、周知活動を行
います。
・市ホームページにおい
てＮＰＯ法人への周知
・「日向市男女共同参画
社会づくり推進ルーム
協議会広報誌」への掲
載（１回）

・オール日向祭を開催
し、市民活動団体の交
流及びＰＲの場を提供し
ます。市民活動団体の
活動の場として市民活
動支援センターの利用
について、周知活動を
行います。
・市ホームページにおい
てＮＰＯ法人への周知・
「日向市男女共同参画
社会づくり推進ルーム
協議会広報誌」への掲
載（２回）

４月に市民まちづくり支援事業の通年募集を行
いました。
・第１回目採択数：7件
・第２回目採択数：1件
計８団体のうち、新規団体は２団体ありました。
市民活動支援センター利用促進のため、市ホー
ムページや「日向市男女共同参画社会づくり推
進ルーム協議会広報誌」(年３回)を活用し周知
活動を行いました。

市民まちづくり支援事業に
ついては、５回の補助回数
制限に到達する団体が複
数あるため、主催者と担当
課を繋ぐなど、今後の事業
実施に対する支援を行い
ます。

4

3
市
民
に
信
頼
さ
れ
る
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
提
供

①
広
報
・
広
聴
活
動
の
充
実

秘
書
広
報
課

広報・広
聴機能
の充実に
関する事
業

広報に関しては、広報ひゅうが
やケーブルテレビ、コミュニティ
FM、市ホームページ、LINE、フェ
イスブック、YouTube、公式アプ
リなど多様な媒体を活用した情
報発信に努めています。
広聴については、市長座談会の
開催などを実施しています。
課題としては、さまざまな情報発
信ツールの有効活用を図るため
には、当課のみならず、全職員
の意識醸成（向上）が必要であ
るため、継続的な研修を行って
いきます。

広報ひゅうが、ケーブルテレビ、
コミュニティーFM、SNS等の活用
により市政情報を積極的に発信
します。
また、市民の声を市政に反映す
るため、市長と市民が意見交換
や対話を行う機会を設けます。

・広報推進員研修
・報道機関への情報提
供
・各課広報計画
・各種媒体による情報
発信
・PDCAシートの取りまと
め
・「市長と市民の座談
会」の内容見直し及び
開催（市全体と自治区
単位）
・広報ひゅうが編集業務
委託内容検討

・報道機関への情報提
供
・各種媒体による情報
発信
・各課PDCAシートの取
り組み状況ヒア
・少人数での意見交換
会の開催
・「市長と市民の座談
会」の開催（市全体と自
治区単位）
・イベント会場等での
「市長とおしゃべりコー
ナー」の開設

広報ひゅうが、ケーブルテレビ、コミュニティー
FM、SNS等の活用により市政情報を積極的に発
信しました。まちづくり座談会については、開催
方法を見直し、当日の様子は動画で配信し、
Web上でアンケートを行うなど、広聴活動の充実
に努めました。

引き続き、広報ひゅうがを
はじめとした媒体による市
政情報の積極的な発信と
ともに、まちづくり座談会の
開催による広聴活動の充
実・強化に取り組みます。

6
地
域
経
営

6
情
報
通
信
基
盤
の
整
備
と
情
報
化
の
推
進



様式１－４　行財政改革大綱に基づく行動計画 【総合政策部】

番
号

基本方針 取組項目 実施項目 所管課 R6取組内容 R6上半期 R6下半期 取組実績

1 地域コミュニティ
の活性化

地域コミュニティ
の活性化

　自治会（区）活動の支援を継続するとと
もに、未加入世帯への加入を促進しま
す。また、自治会（区）、まちづくり協議
会、各種市民団体と連携し、地域活動や
地域コミュニティの活性化を促進します。

・6・7月区加入強化月間の取組
・市内企業に対する区加入協力依頼内
容の検討
・新しい地域コミュニティ組織制度４地区
合同会議の開催
・新たな地域での設立に対する相談対応

・日向市地域コミュニティ推進方針の中
間期となるため、後期計画への見直しを
実施
・市職員区加入アンケート調査の実施
・新たな地域での設立に関する説明会の
開催
・新しい地域コミュニティ制度事業交付金
の交付基準等の調査研究

宅建協会との協定に基づき、宅建会員の店舗に
区加入案内チラシを引越し時期である３月に配置
することができました。また、まちづくり協議会へ
アンケートを実施し、住民のまち協活動に対する
意見や考えを集約することができました。

2
ＮＰＯの育成・支
援

ＮＰＯの育成・支
援

　ＮＰＯ活動向けの講座、学習会等への
参加をとおしてＮＰＯの人材育成を行うと
ともに、市民活動支援センターの利活用
など、ＮＰＯ活動に対する支援に取り組み
ます。さらに、市民まちづくり支援事業、
ひまわり基金助成事業により、ＮＰＯの活
動を支援します。　オール日向祭を開催
し、コロナ禍からの市民活動復興を支援
する取り組みを行います。

・ＮＰＯ活動向けの講座、学習会等をとお
して、市民活動団体の人材の育成を図り
ます。　市民活動団体の活動の場として
市民活動支援センターの利活用につい
て、周知活動を行います。
・市ホームページにおいてＮＰＯ法人へ
の周知　・「日向市男女共同参画社会づ
くり推進ルーム協議会広報誌」への掲載
（１回）

・オール日向祭を開催し、市民活動団体
の交流及びＰＲの場を提供します。　市
民活動団体の活動の場として市民活動
支援センターの利用について、周知活動
を行います。
・市ホームページにおいてＮＰＯ法人へ
の周知　・「日向市男女共同参画社会づ
くり推進ルーム協議会広報誌」への掲載
（２回）

県中間支援センター連絡会議に参加し、県内の
市民活動支援センターと繋がる機会となりまし
た。オール日向祭には多くの人が訪れ（2,200
人）、市民活動イベントとしての定着を図ることが
できました。

市
民
と
の
協
働
の
推
進
と
地
域
活
動
の
活
性
化

地
域
コ
ミ

ュ
ニ
テ

ィ
課



様式１－４　行財政改革大綱に基づく行動計画 【総合政策部】

番
号

基本方針 取組項目 実施項目 所管課 R6取組内容 R6上半期 R6下半期 取組実績

3

秘
書
広
報
課

　広報ひゅうが、ケーブルテレビ、コミュニ
ティーFM、市ホームページ、LINE、フェイ
スブック、YouTube、公式アプリ等の活用
により市政情報を積極的に発信します。

・広報推進員研修
・報道機関への情報提供
・各課広報計画
・PDCAシートの取りまとめ
・各種媒体による情報発信
・広報ひゅうが編集業務委託内容検討

・報道機関への情報提供
・各課PDCAシートの取り組み状況ヒア
・新たな広報媒体の調査・研究

広報ひゅうが、市ホームページ、SNS等の活用に
より、積極的な情報発信に取り組みました。特に
LINEでの配信は、市民からの反響も大きく、各課
からの配信依頼が急増し、平均週5回以上の配
信を行いました。

4

総
合
政
策
課

　第２次日向市総合計画・後期基本計画
及び第２期日向市総合戦略の成果を検
証し、その結果(取組状況等)を公表しま
す。

　各部局において事業の進捗状況や目
標の達成状況等を報告（部局経営方針）
します。
　総合戦略の成果等について、まち・ひ
と・しごと創生総合戦略推進会議で報告
します。

　市議会決算委員会で成果を報告し、
ホームページでも公表します。

第２次日向市総合計画及び第２期日向市総合戦
略の実績や成果の検証結果を市のホームページ
で公表しました。

5

地
域
コ
ミ

ュ

ニ
テ

ィ
課

　区公連への委託業務である「広報紙等
の送達及び調査報告に関する業務」等を
活用して、市政情報を積極的に発信しま
す。

・広報紙等の送達
・毎月の区公連運営委員会への出席及
び関係課との連絡調整

・広報紙等の送達
・毎月の区公連運営委員会への出席及
び関係課との連絡調整

各区への広報紙や行政情報等の送達を円滑に
実施することができました。

6

秘
書
広
報
課

　市民の声を市政に反映するため、市長
と市民が意見交換や対話を行う機会を設
けます。

・「市長と市民との座談会」の内容見直し
及び開催（市全体と自治区単位）

「市長と市民との座談会」の開催（市全体
と自治区単位）
・少人数での意見交換会の開催
・イベント会場等での「市長とおしゃべり
コーナー」の開設

市全体の座談会は、当日の様子を動画で配信し
Web上でアンケートを行うなど、広聴活動の充実
に努めました。また、自治区での座談会やオール
日向祭で市民と市長の対話の場を設けるなど広
聴活動の充実に努めました。

7

総
合
政
策
課

　第２次日向市総合計画・後期基本計画
及び第２期日向市総合戦略の成果を検
証し、その結果(取組状況等)を公表しま
す。

　各部局において事業の進捗状況や目
標の達成状況等を報告（部局経営方針）
します。
　総合戦略の成果等について、まち・ひ
と・しごと創生総合戦略推進会議で報告
します。

　市議会決算委員会で成果を報告し、
ホームページでも公表します。

第２次日向市総合計画及び第２期日向市総合戦
略の実績や成果の検証結果を市のホームページ
で公表しました。

8

地
域
コ
ミ

ュ

ニ
テ

ィ
課

　「区からの相談受付【現場対応型】
フォーム」及び各自治会（区）と行政の
「つなぎ役」である地域担当職員制度を
活用し、各区長と市とのより一層の連携
を図ります。

　制度運用及び関係課との連絡調整 　制度運用及び関係課との連絡調整
各区長から寄せられる情報を担当課と調整し、ス
ムーズな対応を図ることができました。

9

「書かない」「待たない」「迷わない」「行か
ない」窓口を目指すフロントヤード（市民
との接点）改革を推進し、市民サービス
の向上に取り組みます。

　フロントヤード改革を窓口利用者の視
点に立ち、業務フローの見直しや課題を
把握するため、職員による窓口利用体験
調査を実施します。

窓口利用体験調査で把握した課題につ
いて、改善方法の検討及び改善策を実
施します。

窓口利用体験調査で把握した課題の改善対策と
して、手続チェックシートや手続きガイドの利用を
開始しました。

10
電子行政サー
ビスの充実

　マイナンバーカードの活用や手数料等
のキャッシュレス化されたオンライン手続
きを導入します。

　マイナンバーカードの活用や手数料等
キャッシュレス化の実現に向けて、担当
課と協同で業務の流れ等を整理します。

　業務の流れ等が整理できた手続きにつ
いて、マイナンバーカードの活用及び手
数料等のキャッシュレス化を電子申請で
実施します。

住民票請求や畜犬登録申請などについて、手数
料をキャッシュレス化した電子申請を開始しまし
た。

11
情報公開と個人
情報の保護

情報公開制度と
個人情報保護
制度の適正な
運用

　特定個人情報取扱者に対する研修とし
て、日向市情報セキュリティ実施手順に
基づき、eラーニングを実施します。

　eラーニングの受講準備及び開始
　未受講職員に対する勧奨・eラーニング
の受講確認

特定個人情報取扱者に対する研修として、eラー
ニングを実施しました。

広報・広聴活動
の充実

市政の情報発
信の充実

市民ニーズの
的確な把握

窓口サービスの
充実

市民に開かれ
た市役所づくり

行
政
改
革
・
デ
ジ
タ
ル
推
進
課

市
民
に
信
頼
さ
れ
る
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
提
供



様式１－４　行財政改革大綱に基づく行動計画 【総合政策部】

番
号

基本方針 取組項目 実施項目 所管課 R6取組内容 R6上半期 R6下半期 取組実績

12 効率的な組織
づくり

　業務ヒアリング等により、各部署の課題
や業務量を把握するとともに、次年度以
降の効果的な組織づくりに取り組みま
す。

　業務量調査を踏まえた業務ヒアリング
を実施して、各部署の課題や業務量の把
握と削減、担い手の適正化、効率的な組
織づくりを検討します。

　業務ヒアリング等の結果を基に、第２次
総合計画及び第２次行財政改革大綱の
施策推進に適した、効果的・効率的な組
織づくりに努めます。

総合計画及び行財政改革大綱を着実かつ効果
的に推進するため、組織改編を行いました。

13 ＩＣＴの利活用

　ICTの利活用を図るための調査研究を
進め、随時、「日向市DX推進計画」の見
直しを図ります。また、先端技術や先進
事例をもとに職員のICTリテラシーの向上
に努めます。

　先端技術や先進事例の情報収集に努
めるとともに職員のICTリテラシーの向上
に努めます。

　先端技術や先進事例の情報収集に努
めるとともに職員のICTリテラシーの向上
に努めます。

生成AI、RPA、電子申請システムなどに関する研
修を実施し、職員のICTリテラシーの向上を図りま
した。

14
民間活力の活
用

　指定管理者制度や民間委託について
導入（新規・継続）、多様な人材の活用を
検討します。

　業務ヒアリング等により、指定管理者制
度や民間委託の導入可能性について検
討を行います。

　指定管理者制度や民間委託の導入に
ついて方向性を決定します。指定管理者
制度に関する本市のガイドラインに基づ
き、手続の円滑化及び適正な運用を図り
ます。専門的な知識や能力を活用して業
務を推進するため、民間企業からの人材
登用等を検討します。

業務ヒアリング等を通じて、指定管理者制度等の
導入の検討を行い、指定管理者制度の更新手続
きを実施しました。また、「指定管理者制度の運
用に関するガイドライン」に基づき、適正な事務手
続きについて周知・徹底を図りました。

15 職員の働き方
改革

　ペーパーレス化による市民サービスの
向上と職員の働き方改革をさらに推進す
るため、紙文書を電子化するとともに電
子ファイリングに取り組みます。

　電子ファイリングの推進を図るため、環
境整備に必要な作業を抽出し、取り組み
を検討します。

　電子ファイリングの推進を図るため、環
境整備に必要な作業に着手するとともに
運用方法を検討します。

電子ファイリングの推進を図るためのシステム環
境整備として内部情報系システムの更改に着手
しました。
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